
川崎市若手技術者・女性技術者・若手現場代理人表彰選考基準  

 

第１  川崎市若手技術者・女性技術者・若手現場代理人表彰要綱（以下「要綱」

という。）第３条第１項の規定による表彰の対象者は、次に定める者とする。  

２  この選考基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。  

（１）川崎市内に本社がある事業者  川崎市競争入札参加者選定規程（昭和 50

年川崎市訓令第 7号）第８条第１項に定める有資格業者名簿に地域区分「市

内」で登録されている事業者  

（２）評価年度  表彰を実施する年度の前年度  

（３）対象工事  評価年度に川崎市内に本社がある事業者が完成させた、川崎

市が発注した請負金額 500万円以上の工事  

（４）受注事業者  対象工事を完成させた事業者  

（５）成績評点  川崎市請負工事監督規程（昭和 43年川崎市訓令第 4号）、川崎

市請負工事検査規程（昭和 43年川崎市訓令第 5号）、川崎市上下水道局請

負工事監督規程（昭和 47年 11月 10日水道局規程第 23号）、川崎市上下水道

局請負工事検査規程（昭和 47年 11月 10日水道局規程第 24号）、川崎市交通

局請負工事監督規程（平成 13年 3月 30日交通局規程第 18号）、川崎市交通

局請負工事検査規程（平成 13年 3月 30日交通局規程第 19号）、川崎市病院

局請負工事監督規程（平成 17年 3月 31日病院局規程第 43号）及び川崎市病

院局請負工事検査規程（平成 17年 3月 31日病院局規程第 44号）に定める工

事成績評定書における成績評点  

（６）被表彰候補者  候補者の中で成績評点が上位の工事に従事し、委員会で

被表彰者の候補者として選出する者  

３  表彰の対象者は、次の各号を全て満たす若手技術者等とする。  

（１）対象工事において、受注事業者の監理技術者等又は現場代理人として従

事し、評価年度内に１件以上完成させた者  

（２）対象工事の成績評点が 75点以上の工事に従事した者  

４  表彰は部門ごとに選考し、表彰する部門とその対象者は、次のとおりとす

る。  

（１）若手技術者部門  

   表彰の対象者は、若手技術者とする。  

（２）女性技術者部門  

  表彰の対象者は、女性技術者とする。  

（３）若手現場代理人部門  



  表彰の対象者は、若手現場代理人とする。  

第２  要綱第３条第２項第２号の規定による「その他表彰することが不適当と

認められるもの」は、次の各号に掲げるとおりとする。  

（１）所属している事業者が、社会保険（健康保険、厚生年金保険等）に加入

義務があるにもかかわらず、未加入であることが判明したもの  

（２）第１の３に定める基準を満たす者が、対象工事を含む全ての工事におい

て、完成検査後に表彰することが不適当と認められる事実が発覚したもの  

（３）第１の３に定める基準を満たす者が、評価年度に完成させた他の工事に

おいて、成績評点 65 点未満の工事があったもの  

（４）所属している事業者において、本市との訴訟が係属中であるもの。ただ

し、 委 員会 に おい て 特段 の 理由 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

（５）その他、委員会において表彰することが不適当と認められたもの  

第３  要綱第４条第３項における「被表彰者の選考の基準について必要な事項」

は、次の各号に掲げるとおりとする。  

（１）若手技術者部門及び若手現場代理人部門の被表彰者は、各部門の中で本

市の発注業種の区分（以下「業種」という。）ごとに選考する。また、被

表彰者の数は、業種ごとの対象工事の数に応じて設定した数（以下「業種

ごとの表彰枠数」とする。）を目安とする。ただし、対象工事が少ない業

種については、全て同一の業種とみなし選考するものとする。  

（２）若手技術者部門及び若手現場代理人部門において、成績評点が上位かつ

同点の工事が複数あるとき、被表彰候補者は該当する工事に従事した全て

の候補者とする。このとき、被表彰者の数は業種ごとの表彰枠数を超える

ことができる。  

（３）女性技術者部門の被表彰候補者は、候補者が従事した全ての工事を成績

評点の順に並べ、成績評点の値が上位３位までの工事に従事した者とする。

ただし、上位３位となる成績評点と同点の工事が複数ある場合、被表彰候

補者はその工事に従事した全ての者とする。  

（４）候補者が表彰される部門は１名につき１部門のみとする。また、業種ご

とに選考する部門において、候補者が表彰される業種は１名につき１業種

のみとする。  

（５）候補者の推薦様式は別紙のとおりとする。  

附  則  

この基準は、平成２９年５月１日から施行する。  

附  則  

この基準は、令 和 元 年 ５ 月 １ 日から施行する。  



附  則  

この基準は、令和２年５月１５日から施行する。  

附  則  

この基準は、令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日から施行する。  

附  則  

この基準は、令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日から施行する。  

附  則  

この基準は、令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日から施行する。  

附  則  

この基準は、令和８年６月１５日から施行する。  

 



別  紙  

 
 

 

 



 
 

 

 


